
１　負担金の予算決算等について

負担金の名称

負担金の金額

２　負担金の交付先について

所在

３　負担金の対象となる事業等について

事業実績
（具体的な手法）

負担金を交付して
市が得たメリット

負担金検証調書【令和４年度交付分】

軽自動車税課税資料収集業務分担金 市の担当部課 市民部　税務課 問い合わせ先 0568-44-0315

468,000 円予算額 485,000 円 当初交付額 485,000 円

無 代表者
太田　稔彦
（令和４年度）

決算額 485,000 円 前年度決算額

事務局長

名古屋市

構成団体 愛知県内の各市

設置の根拠 愛知県市長会会則（昭和３６年８月１日施行）

意思決定の方法 重要な案件については総会の議決で決定し、その他の案件については理事会の議決で決定する。(会則第１３条、第１３条の２）

名称 愛知県市長会 （法人格の有無）

所在 名古屋市中区三の丸二丁目３番２号　愛知県自治センター内 代表者

事業資金の管理責任者 事務局次長 事業資金の管理者 事務局職員

（事務局が市である場合）
市のルールに準じているか？

完全準拠でない
場合の内容等

（事務局が市でない場合）
具体的に記述

愛知県の事務処理に準じて行う。
証拠書類
の有無

有

事業資金等の保管方法 金融機関への預け入れ（預金通帳と印鑑は管理責任者が保管）による。

事業内容
（事業の全体像）

軽自動車税申告書の点検・確認・受付・振分け・送付（月２回　全市町村）及び市町村からの照会に対する調査、回答等の業務を一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛知
事務所へ委託

（犬山市の役割） 上記事業について、愛知県市長会の構成員として、令和２年10月から令和３年9月までの取扱い件数に対し、１件当たり63円の分担金を支出した。

上記事業の結果、令和2年10月から令和3年9月までの間に愛知県内38市分として768,861件（うち、犬山市分7,710件）の申告書が処理された。

委託先である一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛知事務所で申告書の受付、点検・確認、振分け及び各市への発送業務を行っており、これらの申告書に基づいて各市
において軽自動車税の適正な課税ができている。

交付先の状況

事務局の体制等
契約、支出
決裁の方法



４　負担金の交付先における収支等について

事務局次長ほか１名

サンコーフォームズ(株)、伊藤印
刷(株)、西濃印刷（株）

（一社）全国軽自動車協会愛知
事務所、郵便局

（一社）全国軽自動車協会、（一
社）全国軽自動車協会愛知事務
所

市長会一般会計

未執行

名古屋中税務署

犬山市負担金額（当初支出額） 485,000 円 精算の有無 無 精算（返還）額 0 円 精算後の負担金の額 485,000 円

負担金の対象となる全体事業費（精算がある場合は精算前の額） 収入額 61,674,544 円 支出額 47,212,830 円 余剰額 14,461,714 円

構成員の負担割合（根拠） 申告書取扱件数１件当たり63円

契約の方法、相手方等

余剰額が発生した場合の取扱い 翌年度へ繰越 繰越額 14,461,714 円

交付先における収入の状況（精算前の額） 分担金　52,311,130円、繰越金　9,363,006円、雑収入（預金利息）　408円

80,000 円 14,160

予算（当初支出時の想定） 決算（実績）

積算等 金額 積算等 金額

円

需用費
消耗品費　77千円、印刷
費　　4,223千円 4,300,000 円 申告書印刷費 2,156,286 円

旅費

37,719,198 円

役務費 配送料等 1,439,000 円
配送料　1,010,941円、通
信運搬費　33,560円 1,044,501

5,487,000 円

給与費負担金　5,023,544
円、事務費負担金　54，
947円、行政財産使用実費
当負担金　166，094円

5,244,585

円

委託料
愛知県軽自協業務委託費
42,108千円、全国軽自協
業務委託費545千円

42,653,000 円
全軽自協愛知事務所分
37,230,439円、全軽自協分
488,759円

円

公課費 1,600,000 円 1,034,100 円

負担金

給与費負担金　5,180千
円、事務費負担金　91千
円、行政財産使用実費当
負担金　216千円

予備費 100,000 円 0

55,659,000 円

円

積算がない場合
の特記事項

交付先における
支出の状況

項目

合計 47,212,830 円


